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人間文化研究機構役員会規程 

 

 

平成１６年４月９日 

人間文化研究機構規程第２号 

平成２８年４月１日改正 

令和４年３月３１日改正 

 

（目的） 

第１条 この規程は、人間文化研究機構組織規程第１５条の２に基づき、人間文化研究機

構（以下「機構」という。）に置かれる役員会の運営について定めることを目的とす

る。 

 

（任務等） 

第２条 役員会は、機構長及び理事によって構成され、次に掲げる事項について審議す

る。 

（１）中期目標についての文部科学大臣に対する意見に関する事項 

（２）法に定める文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項 

（３）予算の作成及び執行並びに決算に関する事項 

（４）機構の大学共同利用機関その他重要な組織の設置又は廃止に関する事項 

（５）その他役員会が定める重要事項 

 

（監事の出席） 

第３条 監事は、役員会に出席することができる。 

 

（開催等） 

第４条 役員会は、機構長が招集し主宰する。 

 

（意見の聴取） 

第５条 機構長は、必要に応じて職員を出席させ、説明又は意見を聴取することができ

る。 

 

（庶務） 

第６条 役員会の庶務は、本部事務局総務課において処理する。 

 

（その他） 

第７条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は機構長が定める。 

 

 

附 則 

この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この規程は、令和４年４月１日から施行する。 


